
第365回（定例）県議会提出予定議案件名一覧 

 

（報告案件） 

１ 関西広域連合規約の変更 

２ 当せん金付証票の発売 

３ 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区樫山高架橋上部工事請負契約の変更 

４ 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区国道 175 号 AB-３ランプ橋上部工事請負契約の変更 

５ 兵庫県総合衛生学院建築工事請負契約の変更 

６ 県営新多聞住宅建築工事請負契約の変更 

７ 県営明石大久保南住宅第２期建築工事請負契約の変更 

８ 一般国道 429 号榎峠バイパス榎峠トンネル（仮称）建設工事請負契約の締結 

９ 淡路夢舞台公苑温室大規模修繕設計施工業務請負契約の締結 

10 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立嬉野台生涯教育センター） 

11 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立但馬文教府） 

12 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立西播磨文化会館） 

13 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立淡路文化会館） 

14 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立こどもの館） 

15 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県中央労働センター及び兵庫県立姫路労働会館） 

16 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立丹波年輪の里） 

17 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立三木総合防災公園） 

18 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県営住宅西区・明舞地区） 

19 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県営住宅阪神北地区） 

20 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県営住宅中播磨地区） 

 

（専決処分報告案件） 

１ 専決処分の承認（天神川氾濫災害補償） 

 



第３６５回定例兵庫県議会審議日程（案） 
  （会期１３日間） 

月 日 曜 本会議 委 員 会 審 議 日 程 備   考 

１２．１ 金 本会議 議会運営委員会 

開 会 、 会 議 録 署 名 議 員 指 名 
会 期 決 定 、 諸 般 の 報 告 
議 案 上 程 、 知 事 提 案 説 明

 

２ ○土    

議 案 熟 読 
３ ○日   

４ 月   

５ 火   

６ 水 本会議 議会運営委員会 質 疑 ・ 質 問 （ 代 表 ）  

７ 木 本会議  質 疑 ・ 質 問 （ 一 般 ）  

８ 金 本会議 議会運営委員会 
質 疑 ・ 質 問 （ 一 般 ） 

委 員 会 付 託 

 

９ ○土     

１０ ○日    

１１ 月  常 任 委 員 会 付 託 議 案 審 査  

１２ 火  常 任 委 員 会 付 託 議 案 審 査  

１３ 水 本会議 議会運営委員会 

委 員 長 報 告 、 討 論 、 表 決 

請願処理、選挙管理委員及び補充員の選挙 

そ の 他 、 閉 会 

  

 

休  会 

休  会 
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令和５年度及び令和６年度前半に策定・改定予定の計画について 

１ 趣旨 

  県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例（以下「基本計画条例」）に関し、令和５年
度及び令和６年度前半に策定・改定予定の計画について報告する。 

２ 策定・改定予定計画の区分と概要 
(1) 基本的な計画（議決対象） 

政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画で、いずれも既存計画を改定するもの 

名称 内容 期間 理由 担当部局課 

ひょうごユニバーサル社
会づくり総合指針 
（改定） 

［位置づけ］ 

・ユニバーサル社会づくりの推進に関す
る条例等に基づく総合指針 

［内容］ 
・兵庫県のめざすユニバーサル社会の

姿、基本理念、取り組み方向等 
・障害者等による情報の取得及び利用、

並びに意思疎通の手段の確保に関する
条例に定める実施計画等 

 

R6～ 
(5年程度) 

基本計画条例第
２条により指定
済み 

 

福祉部 

ユニバーサル
推進課 

ひょうごインフラ整
備基本方針（改定） 
(旧称：ひょうご社会基盤
整備基本計画) 

［位置づけ］ 

・道路・河川などのインフラ整備を総合
的かつ計画的に進めるための基本方針 

［内容］ 

・今後のインフラ整備における「基本方
針」「視点」「施策」「推進方策」等 

R6～ 
(未定) 

基本計画条例第
２条により指定
済み 

土木部 
技術企画課 

ひょうご教育創造プ
ラン(兵庫県教育基本
計画)（改定） 

［位置づけ］ 

・教育基本法に基づく本県教育施策に関
する基本計画 

［内容］ 

・本県教育の成果と課題、社会情勢・教
育環境の変化、兵庫の教育の目指す姿
等 

 

R6～10 
(5 年) 

基本計画条例第
２条により指定
済み 

教育委員会 
教育企画課 
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(2) 基本的な計画ではない計画（議決対象外） 
上位計画等で定められた基本方針の内容を具体的に示す計画または具体的施策を記載する実施計画等 

(ｱ) 既存計画を改定するもの 

名称 内容 期間 理由 担当部局課 

行政手続オンライン化
推進計画（改定） 

［位置づけ］ 

・情報通信技術を活用した県行政の推進
等に関する条例に基づく計画 

［内容］ 

・各種情報システムの整備に関する基本
方針等 

 

R6～ 
(未定) 

左記条例に基づく計
画であり、個別分野
の実施計画であるた
め 

企画部 

デジタル改
革課 

 
 

南海トラフ地震・津波
対策アクションプログ
ラム（改定） 

［位置づけ］ 

・国の「南海トラフ地震防災対策推進基
本計画」を踏まえて作成する地域計画 

・兵庫県地域防災計画の下位計画 
［内容］ 

・減災アクションの進捗状況管理、想定
される効果等 

 

Ｒ6～ 

(未定) 
左記県計画の下位計画
であり、国の基本計画
を踏まえて策定する、
個別分野の実施計画で
あるため 

危機管理部 

総務課 

兵庫県医療費適正化
計画（改定） 

［位置づけ］ 

・高齢者の医療の確保に関する法律に基
づく計画 

・国の医療費適正化基本方針に即して策
定 

［内容］ 

・県民の健康の保持の推進、医療の効率
的な提供の推進に関する目標や各種取
組による医療費目標等  

R6～11 
(6 年) 

国の基本指針を踏まえ
て策定する、個別分野
の実施計画であるため 

福祉部 

国保医療課 

兵庫県国民健康保険
運営方針（改定） 

［位置づけ］ 

・国民健康保険法に基づく計画 
・国の都道府県国民健康保険運営方針策

定要領に即して策定 
［内容］ 

・国民健康保険の医療に要する費用及び
財政の見通し、保険料の標準的な算定
方法に関する事項等  

R6～11 
(6 年) 

国の基本方針を踏ま
えて策定する、個別
分野の運営方針であ
るため 

福祉部 

国保医療課 

DV 防止・被害者保
護計画（改定） 

［位置づけ］ 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律に基づく計画 

・国の基本方針を指針として策定 
［内容］ 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する基本方針、施策の実施内
容に関する事項等 

Ｒ6～10 
（5年） 

国の基本方針を踏ま
えて策定する、個別
分野の実施計画であ
るため 

福祉部 

児童課 
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名称 内容 期間 理由 担当部局課 

兵庫県アルコール健
康障害対策推進計画
（改定） 

［位置づけ］ 

・アルコール健康障害対策基本法に基づ
く計画 

・国のアルコール健康障害対策基本計画
に即して策定 

［内容］ 

・重点対象者への早期発見・支援にかか
る取組、医療体制の確立、発生、再発
予防、治療と重症化の防止等 

 

R6～10 
(5 年) 

国の基本計画を踏ま
えて策定する、個別
分野の実施計画であ
るため 

福祉部 

障害福祉課 

兵庫県地域福祉支援
計画（改定） 

［位置づけ］ 

・社会福祉法に基づく計画 
・ひょうごユニバーサル社会づくり総合

指針の下位計画 

［内容］ 

・市町の地域福祉の推進を図るための具
体的な取り組みや支援策等  

R6～10 
(5 年) 

左記県計画の下位計
画であり、国の基本
方針を踏まえて策定
する、個別分野の実
施計画であるため 

福祉部 
地域福祉課 

兵庫県がん対策推進
計画（改定） 

［位置づけ］ 
・がん対策基本法に基づく計画 
・国のがん対策推進基本計画に即して策

定 
［内容］ 
・がん予防、早期発見の推進、医療体制

の充実等 
 

R6～11 
(6年) 

国の基本計画を踏ま
えて策定する、個別
分野の実施計画であ
るため 

保健医療部 
疾病対策課 

兵庫県感染症予
防計画（改定） 

［位置づけ］ 
・感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律に基づく計画 
・国の感染症の予防の総合的な推進を図

るための基本的な指針に即して策定 
［内容］ 
・保健・医療提供体制、感染症に係る医

療提供体制の確保、感染症の発生予防
等 

R6～11 
(6 年) 

国の基本指針を踏ま
えて策定する、個別
分野の実施計画であ
るため 

保健医療部 
感染症対策課 

兵庫県健康づくり推進
実施計画（改定） 

［位置づけ］ 
・健康増進法等に基づく計画 
・兵庫県健康づくり推進プランの下位計

画 
［内容］ 
・各分野において達成すべき具体的な目

標及びその時期、目標達成のために必
要な健康づくり推進施策、関係者等が
取組むべき事項等 

R6～11 
(6 年) 

左記県計画の下位計
画であり、国の基本
計画を踏まえて策定
する、個別分野の実
施計画であるため 

保健医療部 
健康増進課 
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名称 内容 期間 理由 担当部局課 

兵庫県循環器病対策
推進計画（改定） 

［位置づけ］ 

・健康寿命の延伸等を図るための脳卒
中、心臓病その他の循環器に係る対策
に関する基本法に基づく計画 

・国の循環器病対策推進基本計画に即し
て策定 

［内容］ 

・循環器病の予防や正しい知識の普及啓
発、保健、医療及び福祉に係るサービ
ス提供体制の充実等 

R6～11 
(6 年) 

国の基本計画を踏ま
えて策定する、個別
分野の実施計画であ
るため 

保健医療部 
疾病対策課 

兵庫県保健医療
計画（改定） 

［位置づけ］ 

・医療法に基づく計画 
・国通知「医療計画について」に即して

策定 
［内容］ 

・保健医療や基準病床数などの基本的事
項、地域医療構想等 

R6～11 
(6 年) 

国の基本方針を踏ま
えて策定する、個別
分野の実施計画であ
るため 

保健医療部 
医務課 

兵庫県林業労働力の
確保の促進に関する
計画（改定） 

［位置づけ］ 
・林業労働力確保の促進に関する法律に

基づく計画 
・ひょうご農林水産ビジョンの下位計画 
［内容］ 
・林業労働者が林業に定着するため事業

主等が取り組むべき事項、雇用条件の
改善、事業量の安定的確保等 

R6～12 
(7 年) 

左記県計画の下位計
画であり、国の基本
計画を踏まえて策定
する、個別分野の実
施計画であるため 

農林水産部 
林務課 

ひょうごインフラ・
メンテナンス 10 箇
年計画（改定） 

［位置づけ］ 
・ひょうご社会基盤整備基本計画の下位

計画 
［内容］ 
・橋梁、排水機場、下水道施設等の安全

性確保、総コスト低減、予算平準化等
を図り、計画的・効率的な老朽化対策
の推進等 

R6～15 
(10 年) 

左記県計画の下位計
画であり、個別分野
の実施計画であるた
め 

土木部 
技術企画課 

ひょうごインフラ整備プロ
グラム（改定） 
(旧称：社会基盤整備プ
ログラム) 

［位置づけ］ 
・ひょうご社会基盤整備基本計画の下位

計画 
［内容］ 
・インフラ整備を計画的・重点的かつ透

明性を確保し推進するための総事業費
1 億円以上の事業等 

R6～15 
(10 年) 

左記県計画の下位計
画であるため 

土木部 
技術企画課 
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名称 内容 期間 理由 担当部局課 

兵庫県無電柱化推進
計画（改定） 

［位置づけ］ 
・無電柱化の推進に関する法律に基づく

計画 
・国の無電柱化推進計画に即して策定 
・ひょうご社会基盤整備基本計画の下位

計画 
［内容］ 
・無電柱化を推進する整備箇所、延長、

無電柱化方式等の決定や全体計画のと
りまとめ等 

R6～10 
(5 年) 

左記県計画の下位計
画であり、国の基本
計画を踏まえて策定
する、個別分野の実
施計画であるため 

土木部 
道路企画課 

兵庫県自転車活用推
進計画（改定） 

［位置づけ］ 
・自転車活用推進法に基づく計画 
・国の自転車活用推進計画に即して策定 
［内容］ 
・自転車活用推進のため、都市環境、安

全・安心、観光、健康に関する各種施
策の推進等 

R6～ 

(未定) 
国の計画を踏まえて
策定する、個別分野
の実施計画であるた
め 

土木部 
道路企画課 

ひょうご道路防
災推進 10 箇年
計画（改定） 

［位置づけ］ 
・ひょうご社会基盤整備基本計画の下位

計画 
［内容］ 
・計画期間内に実施する道路橋の耐震補

強及び道路法面の防災対策の考え方、
箇所数、代表事例等 

R6～15 
(10 年) 

左記県計画の下位計
画であり、個別分野
の実施計画であるた
め 

土木部 
道路保全課 

山地防災・土砂
災 害 対 策 計 画
（改定） 

［位置づけ］ 
・ひょうご社会基盤整備基本計画の下位

計画 
［内容］ 
・著しい被害が発生するおそれのある箇

所など緊急性の高い箇所の対策等 

R3～7 
(5 年) 

左記県計画の下位計
画であり、個別分野
の実施計画であるた
め 

土木部 
砂防課 
農林水産部 
治山課 

兵庫県特別支援
教育第四次推進
計画（改定） 

［位置づけ］ 

・文科省通知「特別支援教育の推進につ
いて」に基づく計画 

・ひょうご教育創造プランの下位計画 
［内容］ 

・インクルーシブ教育システムの理念構
築、校内支援体制の整備と指導の充
実、地域との協働等 

 

R6～10 
(5 年) 

左記県計画の下位計
画であり、国の理念
を 踏 ま え て 策 定 す
る、個別分野の実施
計画であるため 

教育委員会 
特別支援教育
課 
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名称 内容 期間 理由 担当部局課 

ひょうご子ども
の読書活動推進
計画（改定） 

［位置づけ］ 
・子どもの読書活動の推進に関する法律

に基づく計画 
・国の子供の読書活動の推進に関する基

本的な計画に即して策定 
・ひょうご教育創造プランの下位計画 
［内容］ 
・計画の基本的な考え方、第４次計画の

成果と課題、子どもの読書活動推進の
ための取り組み等 

R6～10 
(5 年) 

左記県計画の下位計
画であり、国の基本
計画を踏まえて策定
する、個別分野の実
施計画であるため 

教育委員会 
社会教育課 

 
(ｲ) 新規に策定するもの 

名称 内容 期間 理由 担当部局課 

困難な問題を抱える女性
への支援のための施策の
実施に関する基本的な計
画（新規） 

［位置づけ］ 
・困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律に基づく計画 
・国の困難な問題を抱える女性への支援

のための施策に関する基本的な方針に
即して策定 

［内容］ 

・困難な問題を抱える女性への支援に関
する基本的な方針、施策の実施内容、
その他施策実施に関する重要事項等 

 

R6～10 
(5 年) 

国の計画を踏まえて
策定する、個別分野
の実施計画であるた
め 

福祉部 

児童課 

兵庫県総合防除
計画（新規） 

［位置づけ］ 

・植物防疫法に基づく計画 
・国の総合防除基本指針に即して策定 
・ひょうご農林水産ビジョンの下位計画 
［内容］ 

・総合防除実施に関する基本的事項、病
害虫の種類ごとの総合防除内容、異常
発生時における防除の内容や実施体制
等 

 

R5～ 
(未定) 

左記県計画の下位計
画であり、国の基本
指針を踏まえて策定
する、個別分野の実
施計画であるため 

農林水産部 

農業改良課 

 



議 員 派 遣 決 定 報 告 書 
                                                    

   令和５年１１月２日 

 

 

    地方自治法第１００条第１３項及び兵庫県議会会議規則第１３１条第１項ただし書

の規定により、議長において次のとおり議員の派遣を決定したので報告します。 

 
 

決 定 日   令和５年１０月２４日 

目   的 

全国都道府県議会議長会が主催する「第23回都道府県議会議員研究

交流大会」に出席し、全国の他の都道府県議会議員と共通する政策

課題等についての情報や意見交換を行うとともに、大会参加を通じて

議員間の一層の連携を深めることにより、地方分権の時代に即応し

た議会機能の充実と活力に満ちた地域づくりに資することを目的と

する。 

場  所 東京都千代田区（都市センターホテル） 

期  間 令和５年１１月１４日 

その他必要事項 

（派遣議員名） 

 

（自由民主党）        石井 秀武   原 テツアキ 

 

（維新の会）      青山 暁  

 

（公明党）        松尾 智美 
 

（ひょうご県民連合）   中田 英一 
 

 

 



令和５年11月２日  

会議のペーパーレス化検討小委員会  

 

次期端末機についての協議結果（報告） 

 

１ 議員パソコンとタブレット端末機の統合の可否 

  議員パソコンとタブレット端末機を統合する。 

 

２ 次期端末機の選定 

  次期端末機は、Surface Pro（Windows端末）とする。 

 

 

資料５ 



危機発生時における議会の対応に関する申し合わせ 

 

（平成25年５月７日議会運営委員会確認） 

（平成28年６月13日一部改正） 

（平成31年３月18日一部改正） 

（令和元年12月11日一部改正） 

 

 

 県内において危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、議会が迅速かつ的

確に対応できるよう、下記のとおり申し合わせを行う。 

 

記 

１ この申し合わせにおける危機発生事案とは次の場合をいう。 

県民及び滞在者の生命、身体又は財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じる  

おそれがある緊急の事態が発生した場合で、議長が議会としての対応が必要と認めた  

もの。 

 

２ 安否情報の確認等 

  (1) 議長は、危機の発生状況に応じて、危機発生地区選出の議員の安否及び罹災状況等

を電話、ＦＡＸ、電子メール、県議会連絡サイト等により確認する。 

 (2) 議員は、危機の発生状況や必要性に応じて、それぞれの地域における被害状況等の

把握、災害救援活動等に努めるとともに、把握した被害状況等に関する情報の議長へ

の報告に努めるものとする。 

 

３ 情報等の一元化 

 (1) 議長は危機発生事案に関する情報を収集、一元化し、電子メール等により必要に応

じて議員へ提供する。 

 (2) 議員が危機発生事案に関して、当局に対する照会、情報提供、要望等を行う場合   

には、原則として議長が集約し、一元的に行うものとする。なお、議長はその状況等

について、必要に応じて議員へ提供するものとする。 

 

４ 各会派代表者会議等の開催 

  (1) 議長は、被害状況等諸事情を勘案し、今後の対応を協議する必要があると認め     

るときは、各会派代表者会議を開催する。 

  (2) 各会派代表者会議では、次の事項を協議又は意見調整する。 

   ア 被害状況等の把握・分析 

   イ 議会運営委員会、正副常任委員長会議、関係常任委員会の開催 

     ウ 特別委員会の設置 

   エ 臨時議会の開催  

   オ 議員の安否、居所、被害状況等の把握 等 

  (3) 各会派代表者会議で議会運営委員会又は関係常任委員会の開催が決定された場合   

には、議長は該当の委員会委員長に委員会の招集を要請する。 





大規模災害発生時の議会対応について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<議員> 

電子メール等

により報告 

<議員> 

災害対策本部

から情報入手 

震度５強以上の地震 

<災害対策本部自動設置> 

左記以外の災害発生 

災対本部設置 設置なし 

災害発生 

議長協議 

↓ 

申し合わせの危機事案発生を宣言 

安否確認 災害情報収集 被害情報集約 

安否状況の集約→議長報告 

議長協議 

<各会派代表者会議開催の要否の決定> 

各会派代表者へ連絡 

（必要に応じ） 

議長へ報告 

申し合わせ 1 

申し合わ

せ２(2) 

申し合わせ２(1) 

申し合わせ４(1) 
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議会事務局における大規模災害発生時の対応について 

 

大規模災害等の発生により、「兵庫県災害対策本部」が設置された場合、必要に応

じて、議会事務局内に「兵庫県議会事務局対策部」（以下「対策部」という。）を設置

する。 

 

(1)設置目的 

①災害に関する情報の収集及び議員に対する情報提供 

②議員及び職員の安否、被害状況等の把握 

③議会の基本的な機能を維持し、議会としての対応を協議 

④兵庫県災害対策本部との連携 

 

(2)設置基準 

  「兵庫県災害対策本部」が設置された場合に、被災地域、被害規模等を考慮し、

議会事務局としての対応が必要と事務局長が認めた場合に「対策部」を設置する。 

併せて、事務局長は、職員の体制（１～３号体制）を決定する。 

 

(3)組織体制 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 

(4)職員出動基準 

■１号体制：総務課長、総務課副課長、秘書班長のうち２名 

［２名］   ※総務グループのみで対応 

      ※他の７級以上職員は自宅待機 

■２号体制：局長、次長（２名） 

［１１名］ 総務課：課室長・副課長・秘書班長（４名） 

       議事課：課長・副課長、調査課：課長・副課長（４名） 

       ※他の６級職員は自宅待機 

■３号体制：局長、次長（２名）、課室長（４名）、副課長・７級班長（４名）、 

［１９名］ ６級班長・主幹（８名）  ※他職員は自宅待機 

※対策部長（副部長）は、上記出動基準をもとに、災害の規模、被災の地域等を総合的に

判断し、必要人員及び出動可能人員を見極め、出動を指示する。 

※災害発生から時間が経過した場合は、必要に応じた体制に増員・減員する。 

※災害対策本部から本部事務局又は各部の応援依頼がある場合は、自宅待機職員を当てる。 

対策部長：議会事務局長 
対策副部長：事務局次長 

総務グループ 

Ｇ長：総務課長 
副Ｇ長：総務課副課長 

議長 
副議長 

議事グループ 

Ｇ長：議事課長 
副Ｇ長：議事課副課長 

調査グループ 

Ｇ長：調査課長 
副Ｇ長：調査課副課長 
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(5)各班初動業務 

※1議員の安否確認等は、原則として危機発生地区の選出議員を対象とする（職員も同様）。 

※2 全議員に対して、災害対策本部から記者発表資料がその都度メール又はＦＡＸ送信さ

れ、議会事務局へ同じ情報が提供される。 

 

(6)その他（勤務時間外における職員の留意点等） 

 ① 危機発生地区に居住または滞在している職員は、自らの被災状況等について、

所属長へすみやかに報告（被災していない場合も）するとともに、自主防災組織

等による人命救助活動等が実施されているときは、これに参加し、その旨を所属

長に連絡すること。 

 ② 居住地の周辺及び議会事務局に赴く途上の地域の被害状況等に注視し、これを

随時、所属長に連絡すること。 

 

担当グループ 役  割 

総務グループ ・正副議長の安否確認、被災状況の把握 
・議員（自由民主党）の安否確認、被災状況の把握※1 
・総務課職員の安否確認、被災状況の把握 
・議員、事務局職員の安否、被災状況をとりまとめ、正副議長へ報告 
・議場、委員会室等議会関係施設の被災状況の把握、機器点検 
・兵庫県災害対策本部との連絡調整、情報収集 
・職員が自宅周辺や出動途上で確認した被災状況等情報のとりまとめ 
・対策部の運営、各グループとの連絡調整等 
［災害に関する必要情報の議員（自由民主党）への提供※2］ 
 

議事グループ ・議員（維新の会）の安否確認、被災状況の把握※1 
・議事課職員の安否確認、被災状況の把握 
・職員が自宅周辺や出動途上で確認した被災状況等情報のとりまとめ 
・各会派代表者会議等議会対応の協議 
［災害に関する必要情報の議員（維新の会）への提供※2］ 
 

調査グループ ・議員（公明党、ひょうご県民連合、日本共産党、無所属）の安否確認、

被災状況の把握※1 
・調査課、図書室職員の安否確認、被災状況の把握 
・職員が自宅周辺や出動途上で確認した被災状況等情報のとりまとめ 
［災害に関する必要情報の議員（公明党、ひょうご県民連合、日本共産党、

無所属）への提供※2］ 
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（参考情報） 

 
○「兵庫県災害対策本部設置要綱」における議会事務局の役割 

 

県議会事務局及び人事委員会、監査委員及び労働委員会の事務局は、必要に応じ

て、本部長の指示に基づき、本部事務局又は各部の応援に当たる。 

 
 
 
○「兵庫県地域防災計画」 災害対策本部設置基準 

 
１ 県内で震度５強以上の地震を観測したとき 
２ 県内で震度５弱以下の地震を観測し、又は県内に津波が発生した場合において、

被害の状況等を勘案して、災害応急対策を実施するため特に必要があると認めら

れるとき 
３ 「大津波」の津波警報が発表されたときなど、県内に大規模な津波の発生が予

想され、災害応急対策に備えるため特に必要があると認められるとき 
４ 大規模地震対策特別措置法第９条に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せ

られ、県内の地域にもかなりの震度が予想され、災害応急対策に備えるため特に

必要があると認められるとき 
５ 風水害等が発生し又はそのおそれがある場合において、その状況を勘案して、

災害応急対策を実施するため又は災害応急対策に備えるため必要があると認め

られるとき 
６ その他、不測の事態等により災害が発生し、又は発生するおそれがあると認め

られるとき 
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（参考情報） 
 
○「兵庫県地域防災計画」 職員配備体制 

 災害対策本部が設置された場合、部局長、課室長は直ちに配備につく。 

 その他職員については、下記配備体制。 

（地震災害対策） 

 災  害  の  状  況 配 備 体 制 

 第
 １
 号
 配
 備 

①大規模地震対策特別措置法第９条に基づく地震災害に関する警戒宣

言が発せられ、県内の地域にもかなりの震度が予想され、災害応急対

策に備えるため、特に必要があると認められるとき 

②県内で震度５弱以下の地震を観測し、又は県内に津波が発生し、小規

模の被害が生じたとき 

所属人員のうちか

らあらかじめ定めた

少数（概ね２割以内）

の人員を配置し、主

として情報の収集・

伝達等に当たる体

制 

 第 
 ２ 
 号 
 配 
 備 

①県内で震度５弱以下の地震を観測し又は県内に津波が発生し、中規

模の被害が生じたとき又は被害が中規模に拡大するおそれがあるとき 

②県内で震度５強又は震度６弱の地震を観測したとき(自動配備) 

③「大津波」の津波警報が発表されたときなど、県内に大規模な津波の

発生が予想されるとき 

所属人員のうちあ

らかじめ定めた概ね

５割以内の人員を配

備し、災害対策に当

たる体制 

 第 
 ３ 
 号 
 配 
 備 

①県内で地震を観測し又は地震が観測され県内に津波が発生し、大規

模の被害が生じたとき又は被害が大規模に拡大するおそれがあるとき 

②県内で震度６強以上の地震を観測したとき（自動配備） 

原則として所属人

員全員を配備し、災

害応急対策に万全

を期して当たる体制 

 

（風水害等対策） 

 災  害  の  状  況 配 備 体 制 

 第 
 １ 
 号 
 配 
 備 

①県内に暴風警報、暴風雪警報、大雨警報､大雪警報､洪水警報、高潮

警報のいずれかが発表され、又は水防指令第１号若しくは第２号が発

令され、小規模の災害が生じるおそれがあるとき 

②風水害等により小規模の災害が生じたとき 

所属人員のうちか

らあらかじめ定めた

少数（概ね２割以 

内 ） の 人 員 を 配 置

し、主として情報の

収集・伝達等に当た

る体制 

 第 
 ２ 
 号 
 配 
 備 

①県内に暴風警報、暴風雪警報、大雨警報､大雪警報､洪水警報、高潮

警報のいずれかが発表され、又は水防指令第３号が発令され、中規模

の被害が生じるおそれがあるとき 

②風水害等により中規模の被害が生じたとき 

所属人員のうちあ

らかじめ定めた概ね

５割以内の人員を配

備し、災害対策に当

たる体制 

 第 
 ３ 
 号 
 配 
 備 

①県内に大規模な被害が予想される気象情報が発表され、又は県内の

広範囲にわたり水防指令第３号が発令され、大規模の被害が生じるお

それがあるとき 

②風水害等により大規模の被害が生じたとき 

原則として所属人員

全員を配備し、災害応

急対策に万全を期して

当たる体制 

 

















































































































年月日

各会派代表者会議（会議設置の協議を含む）

１ 緊急事態宣言を受けた議会の対応方針について

各会派代表者会議（会議設置を決定）

１ 緊急事態宣言を受けた議会の対応方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第1回］

１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる議会の対応について

２ 臨時会における意見書の発出について

３ 議会図書室の一般利用休止について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第2回］

1 新型コロナウイルス感染症にかかる知事への要望について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第3回］

１ 新型コロナウイルス感染症にかかる当局への要望について

２ 13都道府県議会議長会から国への緊急要望について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第4回］

１ 「緊急事態宣言を受けた議会の対応方針」の今後の運用について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第5回］

１ 緊急事態宣言の延長による当局の対応について

２ 「緊急事態宣言を受けた議会の対応方針」の今後の運用について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第6回］

１ 県の新たな対処方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第7回］

１ 県の新たな対処方針について

２ 緊急事態宣言解除後の議会の対処方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第8回］

１ 県の新たな対処方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第9回］

１ 新型コロナウイルス感染症にかかる本会議等の対応について

２ 緊急事態宣言解除後の議会の対処方針の変更について

各会派代表者会議

１ 県の新型コロナウイルス感染症対策への協力方策の検討について

各会派代表者会議

１ 県の新型コロナウイルス感染症対策への協力方策の検討について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第10回］

１ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた令和2年度常任委員会における対応方針について

事　 項

令和2年4月10日

令和2年4月8日

令和2年4月14日

令和2年5月15日

令和2年5月22日

令和2年5月27日

令和2年5月29日

令和2年6月2日

令和2年6月5日

新型コロナウイルス感染症対策調整会議実績

令和2年4月17日

令和2年4月24日

令和2年5月1日

令和2年5月7日

令和2年6月17日



年月日 事　 項

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第11回］

１ 県の新たな対処方針について

２ 議会の対応方針の変更について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第12回］

１ 本会議、常任委員会等の新型コロナウイルス感染予防対策について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第13回］

１ 県の新たな対処方針について

各会派代表者会議

１ 議員の感染確認後の議会の対応状況について

２ 濃厚接触者の特定と情報の取扱いについて

３ 議員へのＰＣＲ検査の受検推奨について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第14回］

１ 本会議等における対応について

各会派代表者会議

１ 議員の新型コロナウイルス感染について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第15回］

１ 県の新たな対処方針について

２ 新型コロナウイルス感染症にかかる本会議等の対応について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第16回］

１ 県の新たな対処方針等について

各会派代表者会議

１ 濃厚接触者の陰性検査結果の公表について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第17回］

１ 県の新たな対処方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第18回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第19回］

１ 緊急事態措置等の取組を含む県の対処方針等について

２ 危機事案発生の宣言について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第20回］

１ 緊急事態宣言下における追加対策を含む県の新たな対処方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第21回］

１ 県の新たな対処方針等について

２ 新型コロナウイルス感染症にかかる今後の本会議等の対応について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第22回］

１ 緊急事態宣言に対する県の方針等について

令和2年11月19日

令和2年11月24日

令和2年12月11日

令和3年1月8日

令和3年1月13日

令和3年1月25日

令和3年2月5日

令和2年11月30日

令和2年7月30日

令和2年8月4日

令和2年9月16日

令和3年2月22日

令和2年6月19日

令和2年7月14日



年月日 事　 項

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第23回］

１ 常任委員会管内調査（未実施分）の扱いについて

２ 議長の危機事案発生の宣言解除について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第24回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第25回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第26回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第27回］

１ まん延防止等重点措置の適用等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第28回］

１ 県の新たな対処方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第29回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第30回］

１ 緊急事態措置等の取組を含む県の対処方針等について

２ 危機事案発生の宣言について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第31回］

１ ＧＷ期間中の医療体制の確保について

２ 緊急事態措置における各施設の使用制限について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第32回］

１ 緊急事態宣言の延長による当局の対応等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第33回］

１ 緊急事態措置実施に係る協力金の内容等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第34回］

１ 緊急事態宣言延長後の対応等について

２ 新型コロナウイルス感染症にかかる今後の本会議等の対応について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第35回］

１ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた令和3年度常任委員会における対応方針について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第36回］

１ 県の新たな対処方針等について

２ 議長の危機事案発生の宣言解除について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第37回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第38回］

１ まん延防止等重点措置実施区域指定の国への要請について

令和3年5月28日

令和3年6月9日

令和3年6月18日

令和3年7月9日

令和3年7月29日

令和3年3月1日

令和3年3月4日

令和3年4月23日

令和3年4月28日

令和3年5月7日

令和3年5月12日

令和3年4月5日

令和3年4月12日

令和3年4月16日

令和3年3月19日

令和3年3月30日



年月日 事　 項

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第39回］

１ まん延防止等重点措置の適用等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第40回］

１ 入院医療体制の強化等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第41回］

１ 緊急事態措置等への対応を含む県の対処方針等について

２ 危機事案発生の宣言等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第42回］

１ 緊急事態宣言の延長に伴う当局の対処方針等について

２ 議会の対応方針の変更等について

３ 地域開催・管内調査の運営について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第43回］

１ 県の新たな対処方針等について

各会派代表者会議

１ 県の新型コロナウイルス感染症対策への協力方策の検討について

各会派代表者会議

１ 県の新型コロナウイルス感染症対策への協力方策の検討について

各会派代表者会議

１ 県の新型コロナウイルス感染症対策への協力方策の検討について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第44回］

１ 県の新たな対処方針等について

各会派代表者会議

１ 県の新型コロナウイルス感染症対策への協力方策の検討について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第45回］

1 新型コロナウイルス感染症にかかる本会議等の対応について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第46回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第47回］

１ 県の新たな対処方針等について

各会派代表者会議

１ 新型コロナウイルウス感染症(オミクロン株)の急拡大を受けた議会の対応について

①当面の管内調査のあり方について

②コロナ調整会議をオンラインで開催することについて

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第48回］

１ まん延防止等重点措置の適用について

２ 新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針の変更について

令和3年11月29日

令和4年1月13日

令和4年1月17日

令和4年1月26日

令和3年10月5日

令和3年10月12日

令和3年10月20日

令和3年11月24日

令和3年8月2日

令和3年8月12日

令和3年8月18日

令和3年9月10日

令和3年9月29日



年月日 事　 項

各会派代表者会議

１ 新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針の変更について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第49回］

１ まん延防止等重点措置の延長に伴う当局の対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第50回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第51回］

１ 県の新たな対処方針等について

各会派代表者会議

１ 新型コロナウイルス感染症にかかる本議会等の対応について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第52回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第53回］

１ 県の新たな対処方針等について

２ 新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針の変更について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第54回］

１ 県の新たな対処方針等について

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議［第55回］

１ 兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議の今後の取扱いについて
令和5年4月26日

令和4年2月21日

令和4年3月18日

令和4年2月9日

令和4年4月26日

令和4年5月25日

令和4年8月4日

令和4年9月16日

令和4年11月18日



地震 風水害 火災
大規模
事故

感染症 テロ 原子力 その他
本会議の
み

本会議・
委員会

開会中及
び閉会中

各時期におけ
る行動手順

議員の安否
確認

職員の安否確
認・業務体制

本会議等の
審議体制

正副議長等が
参集できない
場合の対応

1 北海道 ○ 北海道議会防災ハンドブック R3.6 ○ ○ ○ ○ ○ 火山 ○ ○ ○ ○ ○

2 青森県 ○
3 岩手県 ○ 岩手県議会における大規模災害時等業務継続計画 H30.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 宮城県 ○
5 秋田県 ○
6 山形県 ○
7 福島県 ○
8 茨城県 ○ 茨城県議会業務継続計画 R3.12 県民の生命･生活に直接影響を及ぼす災害等 ○ ○ ○ ○ ○

9 栃木県 ○
10 群馬県 〇
11 埼玉県 ○ 埼玉県議会業務継続計画（埼玉県議会BCP） R5.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 千葉県 ○
13 東京都 ○ 東京都議会災害情報連絡事務局運営マニュアル H28.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 神奈川県 ○ 神奈川県議会業務継続計画 R3.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 火山 ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 新潟県 ○
16 富山県 ○ 富山県議会危機管理対応マニュアル R2.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 石川県 ○
18 福井県 ○
19 山梨県 ○
20 長野県 ○
21 岐阜県 ○
22 静岡県 ○ 静岡県議会業務継続計画（議会BCＰ） H31.4 ○ ○ ○ ○ 火山、津波 ○ ○ ○ ○

23 愛知県 ○
24 三重県 ○
25 滋賀県 ○ 滋賀県議会業務継続計画 H28.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 京都府 ○ 大規模災害時における京都府議会活動指針運用マニュアル H28.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 大阪府 ○ 大規模災害時における対応指針 R2.3 ○ ○ ○ ○ ○

28 兵庫県 ○
29 奈良県 ○ 奈良県業務継続計画 H28.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 和歌山県 ○ 地震等大規模災害発生時における本会議・委員会等対応マニュアル R4.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 鳥取県 ○ 大規模災害時等における議会の災害対応マニュアル R28.12 ○ ○ ○ ○ 津波、大雪 ○ ○ ○ ○ ○

32 島根県 ○ 島根県議会業務継続計画 R3.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 岡山県 ○
34 広島県 ○
35 山口県 ○
36 徳島県 ○ 徳島県議会業務継続計画（議会BCP） R3.3 ○ ○ 大津波 ○ ○ ○ ○

37 香川県 ○
38 愛媛県 ○
39 高知県 ○
40 福岡県 ○
41 佐賀県 ○
42 長崎県 ○
43 熊本県 ○
44 大分県 ○
45 宮崎県 ○ 宮崎県議会災害対応マニュアル H29.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 家畜伝染病 ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 鹿児島県 ○
47 沖縄県 ○

17 20 10 16 13 9 8 10 9 4 7 1 2 16 13 15 15 12 7

各都道府県議会 業務継続計画策定状況
令和5年8月現在

災害発生時の状況 BCPの内容BCPで想定する災害
都道府県名

BCP策定
あり

ﾏﾆｭｱﾙ･申合
せ等あり

策定なし 業務継続計画（BCP）名称 策定年月


